
 

 

   

   

 

   

 

データでみる生活を取り巻く環境 

出典：総務省統計局 https://dashboad.e-stat. go.jp/ 
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■これまでの繊維製品の資源循環に向けた議論 

• 我が国の繊維関連企業が、今後需要拡大が見込まれ

る海外市場においても競争力を維持・確保していく

ためにはサステナビリティの推進が極めて重要。経

済産業省では、2023 年９月に「繊維製品における

資源循環システム検討会」報告書において、回収、

分別･繊維再生、設計･製造、販売の４つの論点の課

題の整理と取組の方向性がとりまとめられた。 

• その後の繊維産業小委員会では、同検討会でとりま

とめられた取組の方向性に基づき、2030 年に向け

て取り組むべき具体的な政策について審議され、

「繊維製品の環境配慮設計ガイドライン」、「繊維・

アパレル産業における環境配慮情報開示ガイドラ

イン」が策定された。 

 

■以下、カーテンに係る項目を抜粋 

「繊維製品の環境配慮設計ガイドライン」について 

《概要》 

・事業者への調査や欧州のエコデザイン規則案等、国

内外の動向を踏まえ、ライフサイクルの各段階の事

業者にて取り組むべき環境配慮設計項目を策定。 

・合わせて評価基準や評価方法を設定し、ISO 化を見 

 据えつつ、JIS を策定中。 

《ロードマップ》 

2030 年までに環境配慮設計ガイドラインの企業普及

率（事業活動を行う企業）80％を目指す。 

・環境配慮設計の国内規格（JIS）化の推進、国際規

格（ISO）化推進 

・グリーン購入法特定調達品目での対応を通じた環

境配慮設計製品の公共調達での普及 

・大学・試験研究機関等における人材育成・技術指導 

 支援 

 

 

 

 

《繊維製品の環境配慮設計の例》 

・原糸メーカー 

糸の原料については、環境負荷の少ない原材料の使 

用、生産工程では、GHG 排出抑制・省エネルギー

が求められる。また、場合によっては故繊維を再利

用する「繊維製品のリサイクル」への取組も必要。 

・製織・ニット、縫製 

生産工程では、廃棄物の抑制や、耐久性を含む長期 

 使用に向けた工夫が求められる。 

・染色加工 

水使用が多いため、水資源への配慮が求められるほ

か、GHG 排出抑制・省エネルギーや、染料や加工

材など化学物質についての安全性の配慮も求めら

れる。 

 

環境配慮設計に関する事業者の取組事例 

 

繊維製品の資源循環に向けて 

～グリーン購入法の判断基準が見直し～ 

出典：経済産業省 製造産業局 生活製品課 

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/seizo_sangyo/textile_industry/pdf/016_03_00.pdf 

 

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/seizo_sangyo/textile_industry/pdf/016_03_00.pdf


 

《グリーン購入法判断の基準等の見直しについて》 

・繊維 to 繊維リサイクル、環境配慮設計の推進にお

いては、供給面の整備のみならず、需要創出につい

ても取り組む必要性。この点、これらに資する製品

について、民間需要に先駆けて公共調達における需

要拡大を推進することは極めて有効。グリーン購入

法の「繊維製品」における判断の基準等の見直しに

ついても、基準を見直す。 

・これらの推進においては、「基準値１の新設」「基準

値２の変更・対象の拡大」「配慮事項の追加」を検

討。「国等の率先調達により初期需要創出への貢献

が求められる先端的な環境物品等」は特定調達品目

並びに「基準値 1」への位置づけ。 

  ※「基準値１の新設」・・より高い環境性能に基

づく基準【プレミアム基準】 

  ※「基準値２の変更と対象の拡大」・・最低限満

たすべき基準【グリーン購入法の判断基準】 

 

 

・基準値１ ①及び③から⑥のいずれかの要件を満

たす事。 

①製品使用後の回収及び再使用又は再生利用のシ

ステム構築 

・基準値２ ②から⑥のいずれかの要件を満たす事。 

②再生 PET 由来のポリエステル繊維配合率 10％

以上かつ回収・再使用等システム構築 

③再生 PET 由来のポリエステル繊維配合率 25％ 

 

④故繊維から得られるポリエステル繊維配合率

10%以上 

⑤植物由来合成繊維配合率 25%以上 バイオベー 

 ス合成ポリマー含有率 12％以上 

⑥エコマーク基準を満たすこと 

・配慮事項 

① CFP の算定・開示すること 

② 環境配慮設計を行うこと 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《カーテンのグリーン購入法基準》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容 

再生ポリエステルの比率 

10％未満 10％～25％未満 25％以上 
50％以上 

エコマーク 

リサイクルシステムあり － 基準２ 基準１ 基準１ 

なし － － 基準２ 基準２ 

 ＣＯ2 算定・表記は配慮事項に（早期ＰＣＲ作成必要） 


